
おおいた共同受注センター

農産物の生産や加工製造
販売、収穫等

食品加工から
ノベルティ製品の製造

箱折・梱包・検品

お弁当やパン等の製造
手工芸品等の製造販売

イベントへの出店

様々な印刷物の印刷製本 施設など屋外・室内での　
メンテナンス作業

ホームページや記帳変換
入力等の作業

「障害者優先調達推進法」とは？

障がい者が⾃⽴し活躍できる社会へ
「障がい者と地域社会をつなぐかけはし」として

　当センターは、大分県内で運営される障害者総合支援法に基づく障害福祉
サービス事業所の事業の発展と連携を図り、事業所利用者の工賃向上に期す
ることを目的として活動しています。

　しかし、県内では小規模な事業所も多く、大量受注などの対応や企業等か
らの安定的な受注の確保が困難な場合が多いため、事業所等が共同で受注で
きるよう当センターが営業活動等を行い、共同受注体制の確立・窓口の役割
を担っています。

　100を超える会員事業所で業種別・地域別でネットワークが構築されるな
ど、様々な仕事が受注できる体制が整備されています。これまでの取組を更
に強化し、民間企業等との連携をさらに深め、障がい者就労施設への発注拡
大に取組んで参ります。

https://oitakyojyu.net/

097-529-7622

おおいた共同受注センター

こんなことに悩んだら、
お気軽にご相談ください

にお任せください。

その仕事やお悩み

⼀般社団法⼈
おおいた共同受注センター info@oitakyojyu.net

「障害者優先調達推進法」をご存知ですか？この法律は、障害者の経済的自立を進めるため
官公庁等の公的機関が障害者就労支援施設・事業所などへの物品の購入やサービスの優先的
・積極的な発注を推進するために制定されました。支え合う社会の実現のため、皆様のご協
力をお願いいたします。


